
 
【様式 1】 

借受申請書 

 

 当地における災害により一時的に増大する通信需要に対応し、重要な通信の円滑な実施を確

保するために必要な体制を整備するため、総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関す

る省令（以下、「令」という。）第三条第八号に基づく通信機器（又はそれに準じた取扱いを要

する通信機器）の無償貸付を受けたいので申請します。 

 令第六条に規定の事項は、別記１～５のとおりです。 

 

北陸総合通信局長  殿 

 

 

（通信機器の貸出を受ける団体において通信機器の 

運用に権限を有する者）             

年  月  日 

 

 

   
 

 

貸付承認通知書 

  

     年  月  日付申請を承認する。 

令第七条の規定に基づき、別記２～６及び８のとおり通知する。 

 

 

 

 

                 殿 

                 年  月  日 

 

                          北陸総合通信局長 

 
 

借受書 

  

     年  月  日付貸付承認に係る通信機器の引渡し及び使用方法の説明を受けまし

た。 

 通信機器使用に際しては、別記８貸付条件に従います。 

 令第八条に規定の事項は、別記２、４及び５のとおりです。 

 

北陸総合通信局長  殿 

 

 

（通信機器の貸出を受ける団体において通信機器の 

運用に権限を有する者）             

 

年  月  日  

 

 

 

   
 

 



 
 

別記 

１ 借受申請書提出時に、二重枠線内の１～５について記入してください。 

２ 借受書提出時に、「８貸付条件」の 11 項目について確認の上、左欄に同意を示すチェックを入れてください。 

 

１ 
申 請 者 

氏名又は名称  

住所 

 

２ 申 請 台 数 

ＭＣＡ(                          )  台 

簡易無線(                                                 )  台 

衛星携帯電話(                                             )  台 

可搬型蓄電池  台 

その他(                                                   )  台 

３ 使 用 場 所 
（使用場所が指定できるときのみ記入してください。） 

 

４ 
引 渡 場 所 及 び 

返 納 場 所 

 

５ 貸 付 期 間 等 

借 受 日       年   月   日 

貸 付 期 間 
年   月   日 

（原則、貸付から６ヶ月以内） 

６ 使 用 目 的  （記載例）災害時における重要な通信の円滑な実施を確保するため。 

７ 必 要 な 理 由  （記載例）災害により一時的に増大する通信需要に対応するため。 

８ 貸 付 条 件  

□ １ 通信機器の運用に当たっては、電波法及びこれに基づく命令に定めるところに従い、監督に服すこと。 

□ ２ 通信機器引渡し時に交付の「無線局運用証明書」（ＭＣＡに限る。）を、通信機器を実際に操作する者に携行させる

こと。 

□ ３ 通信機器は、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的使用に努めること。 

□ ４ 通信機器は、転貸し、又は担保に供しないこと。 

□ ５ 通信機器は、貸付の目的以外の使用及び改造をしないこと。 

□ ６ 通信機器について使用場所が指定された場合は、指定された場所以外での使用をしないこと。 

□ ７ 通信機器は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返却すること。なお、貸付期間の延長を求めるときは、予

め総合通信局等に申し出を行うこと。 

□ ８ 通信機器を亡失又は損傷したときは、その旨及び理由についての報告書を総合通信局等の長に提出し、その指示に

従うこと。当該事故原因が災害又は盗難に係る場合は、関係官公署の発行する証明書を報告書に添付すること。 

なお、注意を怠り、無線機を亡失又は損傷させた場合、その損害を弁償させる場合がある 

□ ９ 総合通信局等の長は、通信機器について、随時に調査し、若しくは報告を求め、又は維持、管理及び返却に関して

必要な指示をする場合がある。 

    なお、通信機器は、借受人が貸付条件に違反したとき又は総合通信局等の長が特に必要と認めたときは、満了日前

に返却を指示する場合がある。この場合は、総合通信局等の長の指示に従い速やかに返却すること。 

□ 10 ＭＣＡは、借受人毎に設定・通知されたグループ番号（３桁）によりグループ通信すること。ただし、情報共有の

制限が必要な場合は、取扱説明書を確認し、その都度個別番号（４桁）により個別通信するか、グループ番号（３桁）

の下１桁に限り設定変更しグループ通信すること。 

備 考  

 


